
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

進路の手引き 

山形養護学校 

キャリア教育部 

令和５年度 
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児童・生徒がこれから直面するであろう、様々な課題に対して、個々にとっ
て必要な支援を得ながら解決し、その人らしい生活を積み重ねることで『自立』
していけるようにする、学校としての取り組みが「キャリア教育」です。 

 
『自立』という言葉には、就職して一人暮らしをするようなイメージがある

かもしれませんが、本校では社会の中で自分の役割を（支援を受けて）果たし
ながら、自分らしい生き方を実現していくこと。を表す言葉として用います。 

 
 

ライフキャリアの虹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ライフ・キャリア・レインボーの図。 Dona ld  E. ,  Ph .D.  Super、 Bran im i r  Sverko、 Char les  M.   

Super 編『 Lie  Ro les ,  Va lues ,  and  Career  In ternat iona l  F ind ings  of  the  Work  Importanc e 
  Study』（ Jossey-Bass Publishers 刊）の 24 ページの図を基に簡易化し、日本語で表記 

 

 
 
 少し先の将来、私たちはどんな所で誰と一緒に活動しているでしょうか。 
 
 ライフキャリアの虹は“キャリアは一生発展し続ける”という理念のもとに
年齢・役割・場面の組み合わせがライフキャリアであるという考え方を図にし
たものです。親から見れば一生子どもかもしれませんが、視点を変えれば子ど
もであると同時に「職業人」であり「市民」等とみることができます。また、
社会人生活は、働くことだけが役割ではないことがわかります。 
 

 本校ではキャリア教育全体計画（項目１１参照）を作成し、学校全体で取り
組んでいます。好きなこと、得意なこと、やりたいこと、やってみたいことな
ど、児童・生徒と保護者のみなさんと学校とで対話しながら、人生をよりよく
送るための一助となれるよう、キャリア教育に取り組んでいます。 
  

１ キャリア教育とは 
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義
務
教
育
期
間 

小学校 

中学校 

山形養護学校 
小学部 

山形養護学校 
中学部 

他の特別支援 
学校小学部 

他の特別支援 
学校中学部 

就学に係る教育相談 

山形養護学校 高等部 卒業 

山形養護学校 
高等部 

在学中に 

利用できる 

サービス 
 
・放課後等 
 ディサービス 

・短期入所 

・行動援護 

・同行援護 等 

生活介護 

事業所 

・通所施設 

・入所施設 

就労継続 

支援Ａ型 

 事業所 

就労移行 

支援事業所 

（2年間） 

一般企業 

特例子会社 

進学 

大学(大学校)

専門学校 

職業訓練校 

 

入所施設 共同生活援助事業所（グループホーム） 

２ 小学部（小学校）入学（編入）から卒業までの流れ 

相
談
支
援
事
業
所
へ
の
登
録 

見学・実習・受験等 

就労・進学先 等 

自宅 

入学者選考 

就労継続 

支援Ｂ型 

 事業所 

在宅療養 

生活の場 

病院 

就学に係る教育相談 

自立訓練(生活訓練)事業所 

(２年間) 

高等学校 他の特別支援 
学校高等部 

入学者選抜 

など 

など 

見学・ 
実習等 

就労 
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※ 福祉的就労については、随時相談、見学、実習、関係機関登録等を行っていきます。 

４ 高等部 進路先決定に向けての取り組み 

３ 中学部 進路の流れ 
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福祉サービスは、個々の障害のある人々の障害程度や本人をとりまく環境（社会活動や

介護者、居住等の状況）を踏まえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、

市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援

事業」に大別されます。 

 「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受

ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。 

 サービスには期限のあるものと、期限のないものがありますが、有期限であっても、必

要に応じて支給決定の更新（延長）は一定程度、可能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省『障害者福祉サービス等の体系 

５ 利用できる福祉サービス 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html
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 療育手帳 身体障害者手帳 精神障害者保健福祉手帳 

概要 ・知的障がい児・者への一

貫した指導・相談を行う

とともに、これらの者に

対して各種の援助措置を

受けやすくするため、児

童相談所又は知的障がい

者更生相談所において知

的障がいと判定された者

に対して、都道府県知事

又は指定都市市長が交付

する。 

・身体障害者福祉法に定め

る身体上の障がいがある

ものに対して、都道府県

知事、指定都市市長又は

中核市市長が交付する。 

 

根拠：身体障害者福祉法第

15条 

・一定の精神障がいの状態

にあることを認定して精

神障害者手帳を交付する

ことにより、各種の支援

策を講じやすくし、精神

障がい者の社会復帰、自

立及び社会参加の促進を

図ることを目的として、

都道府県知事又は指定都

市市長が交付する。 

対象者 ・児童相談所又は知的障が
い者更生相談所におい

て、知的障がいであると

判定された者。 

・身体障害者福祉法別表に

ある身体上の障がいがあ

る者。(※「永続すること」

が要件。主治医等へご相談を) 

・精神障がいの状態にある

と、医師などに認められ

た者。 

障がい
の程度 

○重度の基準…（A） 

①知的指数が概ね 35 以下

であって、次のいずれか

に該当する者。 

・食事、着脱衣、排便及び

洗面など日常生活の介助

を必要とする。 

・異食、興奮などの問題行

動を有する。 

 

②知的指数が概ね 50以下 

であって、盲、ろうあ、 

肢体不自由などを有する 

者。 

 

○それ以外の基準…（B） 

重度（A）のもの以外 

・法別表に該当するかどう

かの詳細については、身

体障害者福祉法施行規則

別表第５号「身体障害者

程度等級表」において、

障がいの種別に重度の側

から１級から６級の等級

が定められている。 

１級 重度  軽度 ６級 
 
※７級の障がいは、単独で

は交付対象とはならない

が、次の①又は②の場合

は、対象となる。 

①７級の障がいが２つ以上

重複する場合。 

②７級の障がいが６級以上

の障がいと重複する場

合。 

・精神疾患の状態と能力障

がいの状態の両面から総

合的に判断し、次の３等

級とする。 

１級 ：精神障がいであっ 

て、日常生活の用を弁ずる 

ことを不能ならしめる程度 

のもの。 

２級 ：精神障がいであっ 

て、日常生活が著しく制限 

を受けるか、又は、日常生 

活に著しい制限を加えるこ

とを必要とする程度のも

の。 

３級 ：精神障がいであっ 

て、日常もしくは社会生活 

が制限を受けるか、又は、 

日常生活もしくは社会生活 

に制限を加えることを必要 

とする程度のもの。 

交付 
申請先 

・居住地の市町村福祉課 

（聞き取りあるため事前連絡必要） 

・居住地の市町村福祉課 

（まず申請書等の書類を受け取ってから） 

・居住地の市町村福祉課 

（まず申請書等の書類を受け取ってから） 

申請に
必要な
物 

・顔写真（縦４cm×横３cm、）

母子手帳、マイナンバーの

分かる物 など 

(※市町村福祉課にご確認

ください) 

・申請書、指定医の診断書 

 顔写真（縦４cm×横３cm） 

印鑑、マイナンバーの分か

る物など(※市町村福祉課

にご確認ください) 

・申請書、医師の診断書、 

顔写真（縦４cm×横３cm）

印鑑、マイナンバーの分か

る物など(※市町村福祉課

にご確認ください) 

更新 ・手帳に記載された「次の

判定年月」に再判定。(障

がいの程度確認のため) 

・症状固定であれば無制

限。 

・有効期間は２年間。 

(手続きは新規申請と同様

ですがご確認ください。) 

※「あたらしいほうりつの本」（全国手をつなぐ育成会連合
会）、厚生労働省、及び、山形県・山形市 HP等を参考に
作成した資料です。 

６ 各種手帳について 
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手帳で受けられる福祉的援助（主なもの） 

福祉制度等 内 容 

各種税金の控除、減免 所得税、住民税、自動車税や軽自動車税、自動車取得税 

公共交通機関の割引 ＪＲ等鉄道の割引、減免 

航空運賃の割引、減免 

バス、タクシーの割引、減免 

医療費 障がい者医療費助成制度 

各種料金の割引 ＮＨＫ放送の受信料の全額または半額の免除 

ＮＴＴ：ふれあい案内（電話番号案内）の利用料が無料 

有料道路通行割引（事前登録が必要） 

携帯電話の割引制度 

各種施設のサービス・割引 レジャー、スポーツ施設 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

  

障がいの部位や等級
により、受けられる
内容が異なる場合
や、市町村民税課税

状況により、受けら
れないものもありま
す。相談は市町村へ。 

複数の種類の手帳を取
得することも可能です。 

就労時（一般就
労、福祉就労とも
に）にいずれかの

手帳が必要にな
ることが多いで
す。 

手帳を持っているだけでは、割
引になりません。忘れずに所持
していることを伝えましょう。 

タクシー会社 
10％程度の割引をし
ている会社が多い。 

携帯電話料金 
主な携帯電話会社で
は、利用料金を割引
している。内容は会
社ごとに異なる。 

上下水道料金 
多くの自治体では、水
道料金や下水道料金
の割引をしている。 

航空会社 
国内線を30～40％割
引している。 

フェリー会社 
運賃を 50％割引して
いる。 

公立施設・民間施設の割引 
公立施設、動物園、水族館、映画館など、割引を
行っている施設もある。 
※割引率は施設、企業によって異なる。 

・・  ・・ 

https://4.bp.blogspot.com/-78LRlanhYIs/VqI8UldL9RI/AAAAAAAA3QM/dzJ2ogGy_84/s800/car_taxi2.png
https://1.bp.blogspot.com/-1vDtkI2bzek/VCkbnUPgx-I/AAAAAAAAnJ0/KFICY2VfB6Q/s800/mizu_kitchen.png
https://2.bp.blogspot.com/-5MaY6Grq6HU/VhHgFCEhZgI/AAAAAAAAy1Y/3EvfjJSt5vw/s800/airplane5_skyblue.png
https://3.bp.blogspot.com/-pBofTlEbYEI/Uxa-2MRJjWI/AAAAAAAAdzk/eJ7_mK8Wovw/s800/character_cherry.png
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卒業後の選択肢は様々です。社会生活スタート時に考えられる８通りをまとめました。 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

①一般就労（いっぱんしゅうろう） 

・ 障がい者雇用枠で配慮や支援を受け、就労することが多いです。 

・ ハローワークを介して雇用契約（※注１）を結び、給与（最低賃金（※注２）以上）

をもらいながらフルタイムもしくはパートタイムで働きます。 

・ 仕事に行くために、公共交通機関や自家用車を利用して一人で通勤することが必要に

なることがあります。 

・ 障害者職業センターのジョブコーチ支援や、障害者就業・生活支援センターへ登録す

ることで職業定着の支援を受けたり、相談に応じてもらったりすることができます。 

 

②就労継続支援Ａ型（しゅうろうけいぞくしえんＡがた） 

・ 雇用契約を結び、支援を受けながら仕事をします。 

・ 最低賃金以上の時給が保障され、働いた時間の分だけ給与をもらいます。 

 

③就労継続支援Ｂ型（しゅうろうけいぞくしえんＢがた） 

・ 自分のペースや時間で作業をしながら、就労に必要な力を養います。 

・ 作業量に応じた工賃をもらいながら、知識や技能・能力の向上を目指します。 

・ 平均工賃は５千円から２万円程度です。事業所の仕事内容によって変わります。 

・ 高等部卒業後すぐの利用では（※注３）就労アセスメントを受ける必要があります。 

 

④生活介護（せいかつかいご） 

・ 体調に合わせ、作業や日常生活に必要な訓練などを行ったり、創作的活動など豊かな

社会生活を送るための活動を行ったりします。 

・ 利用料や送迎料が掛かることもあります。生活の場が自宅またはグループホームの場

合は通所施設、２４時間施設での支援を受ける場合は入所施設の利用になります。 

・ 障がい支援区分（※注４）が「区分３～４」以上の方が対象です。 

７－１ 卒業後の選択肢 ～就労形態や進学など～ 

一 般 就 労 

②就労継続支援Ａ型 

① 一 般 企 業 

就労形態 

③就労継続支援Ｂ型 

福祉サービスの利用 
④ 生 活 介 護 

⑤ 就 労 移 行 支 援 

⑥地域活動 ⑦ 進 学 等 ⑧ そ の 他 
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⑤就労移行支援（しゅうろういこうしえん） 

・ 就労を希望し、就労するための準備期間としての訓練を行います。 

・ この訓練を経て一般就労、Ａ型事業所、Ｂ型事業所等の適性を確認します。 

・ 一般就労を目指し、就労に必要な知識や技能を身につけ、進路開拓、職場定着までの

支援を行います。 

・ 利用できる期間はトータルで原則２年間です。 

 

⑥地域活動支援 

・ 創作的な活動や生産活動の提供を受け、社会との交流等を行います。利用には料金

（１割負担）がかかります。活動内容により、賃金が貰える場合もあります。 

 

⑦進学等 

・ 大学（県立の大学校）や専門学校、障害者職業能力開発施設などがあります。 

・ 授業の単位を取りながら、専門的な知識を学んだり、資格を取ったりします。 

・ 入学に関しては、希望する進学先の応募条件や受験方法などを確認しながら進める必

要があります(本校に指定校推薦はありません)。筆記試験や面接試験等に向け、日頃

から目標を持って学習に取り組む姿勢が求められます。 

 

⑧その他 

・ 在宅療養、入所など。 

 

※ 

注１ 雇用契約とは：「労働者が雇用者の労働に従事し、雇用者がこれに対してその報酬を 

与える契約」をいいます。 
 

注２ 最低賃金とは：国が定める賃金の最低額のことで、使用者は最低賃金の適用を受け

る労働者に対しその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならな

いとするものです。令和４年度の山形県の最低賃金は８５４円です。 
 

注３ 就労アセスメントとは：就労継続支援 B型利用の「可否」 を判定するためのもので

はなく、サービス利用希望者が最も適した場所で働くこと

ができるように、就労移行支援事業所等で面談や作業観察

を行い、作業能力や就労意欲、集中力等を把握するシステ

ムのことです。就労アセスメントを通して、本人の特性や

能力を最大限活かすことができるような支援を行い、最も

適した「働く場」に円滑に移行していけるよう支援します。 
 

注４ 支援区分：障がいの多様な特性や 

とは  心身状態に応じて必要 

     とされる標準的な支援 

の度合いを表す６段階 

の区分です。 
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 卒業後の生活では、「生活の場」についても考えておくことが大切です。卒業後も引き続
き家族と同居をする方が多いですが、施設入所やグループホーム、一人暮らしも考えられ
ます。以下にＱ＆Ａ形式でまとめました。 
 
Ｑ 施設入所とは？ 
生活介護、自律訓練または就労移行支援等の対象の方に対し、日中活動と合わせて主に

夜間において、入浴、排せつ、食事等日常生活上の支援を行います。支援区分によって利
用できる人が限られます。 
 
Ｑ 施設入所は卒業後すぐに利用できますか？ 
 利用の希望を出してもすぐには入所できるとは限りません。事前に相談支援事業所に登
録、相談しておくことが必要です。また、ショートステイなどを利用し、自宅を離れて生

活することに本人が慣れていないと、とてもつらい思いをすることがあります。将来の生
活の場を見据えて、在学中からショートステイなどのサービスの利用をお勧めします。 
 
Ｑ グループホームとは？ 

グループホームとは、病気や障がいなどで生活に困難を抱えた人たちが、専門スタッフ(下

記参照)等の支援や相談を受けながら、一般の住宅等を利用し共同生活を行う下宿屋さんの

ようなものです。福祉サービスの「共同生活援助」にあたります。利用には日中活動の場

があることが求められ、職員体制は、１施設に世話人１人が配置される程度です。そのた

め、利用者は掃除や洗濯などある程度自活能力があることを求められます。 

 

 

 
 
 

 

Ｑ グループホームでの生活費は？（Ａ先輩と、一般的な一人暮らしの比較）  

 

 

 

 

 

 

 

 
Ｑ 一人暮らしはできますか？ 

生活の工夫や症状の程度によって一人暮らしをしている方もいます。一人暮らしをする

時にあたり、最低限必要なこととしては、①適切なところにＳＯＳが出せること。②短期

的なお金(１週間分の生活費等)の管理ができること。(長期的な金銭管理は社会福祉協議会

にお願いすることができます。)③買い物ができること。④ご近所付きあいや地域参加がで

きること。⑤一人暮らしを楽しめること。などが挙げられます。 

７－２ 卒業後の選択肢 ～生活の場～ 

＜グループホームの場合＞   

家 賃   １７，０００円 

   食 費   ２０，０００円 

   日用品    ３，０００円 

   光熱費   １０，０００円 

   通信料   １０，０００円 

計  約 ６０，０００円 

＜一人暮らしの場合＞   

家 賃   ３０，０００円～５０，０００円 

   食 費   ３０，０００円 

   日用品    ５，０００円 

   光熱費   １５，０００円 

   通信料   １０，０００円 

計  約 ９０，０００円～１１０，０００円 

世話人…食事の提供、健康についてやお金の管理、余暇の過ごし方の相談。 

生活支援員…介護や介助が必要な方へ、入浴や掃除、通院などのお手伝い。 

サービス管理責任者…利用者のサービス計画の作成。 

管理者…ホームの利用者や職員への対応。 
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１ 障害基礎年金（障害年金） 
・ 受給資格をもっている人が２０歳から受け取れる年金のことです。障がいがあれば誰でも受

け取れるというわけではありません。年金保険料の支払いが一定の期間あることや、対象と

なる傷病や障害が国民年金法と厚生年金法で定められた等級に該当する必要があります。 

・ 障害年金は 2か月に一度２か月分振り込まれます。支給額は子どもの有無などにより人そ

れぞれ異なりますが 1級が 9９３,７50円、２級が 7９５,０00円です。（令和５年４月現在） 

【注意事項】 

・ 障がい者手帳と障害年金は別制度で、手帳を持っていても自動的にはもらえません。 

 

２ 障害基礎年金（障害年金）と老齢基礎年金（老齢年金） 

・ 障害年金を受給している人も、６５歳になれば老齢年金を受給できます。 

・ 障害年金と老齢年金は同時にはもらえません。どちらかを選んで受給することになります。 

・ 障害年金の２級と老齢年金の満額は同額です。障害年金は非課税なことから、障害年金を

選択することが多いです。 

・ 障害年金を受けている間は、国民年金の保険料が「免除」になります。「免除」になっている

期間、老齢年金は「半分」で計算します。したがって、２０歳からずっと障害年金をもらってい

て、国民年金保険料が６０歳まで全部「免除」になっていた場合、老齢年金の金額は「満額

の半分」となります。 

・ 生涯、障がいの状況が変わらない方は、ずっと障害年金を受け取れます。 

   

３ 障害基礎年金（障害年金）と生活保護 

・ 障害年金と生活保護を同時に受け取ることは可能です。ただし、障害年金の額だけ、生活保

護費は減額されます。 

・ 生活保護費は、生活扶助（食料や光熱水費）、住宅扶助（家賃）、医療扶助（病気の治療

費）などの国の基準によって、年齢、居住地等に算出されます。相談窓口は市町村です。 

 

４ 障がい者採用と一般採用 

・ 一般的に障がい者採用であることで給与が低くなることはありません。 

・ 年平均月間収入（Ｈ３０厚生労働省） 

形態 平均月間収入 

一般雇用    （健常者が就職） 月３５万０００円 

障がい者雇用（障がい者が就職） 身体障がい者  月２１万５千円 

知的障がい者  月１１万７千円 

精神障がい者  月１２万５千円 

  ※障がい者の給料が低い理由 

「正社員の割合が低い」……６３％が非正社員。 

「労働時間が短い」……週の労働時間が２０時間以上３０時間未満の方が３０％。 

「賃金があがりにくい職種に就いている人が多い」…生産、事務、清掃等。 

８ お金について 
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５ 奨励費と手当 
（１）特別支援教育就学奨励費（よく就学奨励費と言っています。） 

  お子さんが特別支援学校や特別支援学級などに通っている場合に、学校で使う道具な 
 ど学校に係る経費に必要な費用の一部を国や地方自治体が補ってくれるサービスです。 

 

○対象とする経費：通学費、給食費、教科書費、学用品費、修学旅行費など 
  
 ※保護者の収入などにより、３段階の区分があり、段階によって対象となる経費などが
異なってきますので、詳しくは、本校事務部までお問合せください。 

 
 
 
 
 
（２）特別児童扶養手当 

精神又は身体に障がいを有する児童について手当を支給することにより、これらの児
童の福利の増進を図ることを目的としています。 

 
①対象者    20歳未満で、身体又は精神に重度又は中度以上の障がいがある児童 
②受給対象者  上記の児童を扶養している養育者 
③支給月額   １級…53,700円   ２級…35,760円 

          ・手当は、原則として認定請求したその翌月分から支給され、年３回
（４、８、１２月）前月分までが支払われます。 

          ・所得が、制限限度を超える場合は、支給が全部停止となります。 
④支給の制限  児童が障がいのために公的年金を受けることができるとき、日本国内 

に住所がないときなど、いくつか支給の制限があります。 
⑤支給の手続き お住まいの市町村福祉担当課又は県総合支庁福祉担当課。 

 
 
 
 

（３）障害児福祉手当 

重複障がい児に対して、その障がいのため必要となる精神的、物質的など区別の負担 

 の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障がい児の福祉の構造を図ること 

 を目的としています。 

  
 ①対象者    精神又は身体に重度の障がいがあるため、常時介護を必要とする在 

宅の 20歳未満の方。 
②支給月額   15,220円 

         ・毎月２、５、８、11月にそれぞれの前月分までが支給されます。 
③申請先    お住まいの市町村福祉担当課 

         ・所得により、手当の支給が制限される場合があります。詳しくは、 
          市町村や県総合支庁福祉担当課にお問い合わせください。 
 

 

 

  

療育手帳など、各手帳と特別児童
扶養手当は別制度です。それぞれ
診断を受けて、判別されます。 

分からないことがありましたら、
お気軽に本校事務部までどうぞ。    

TEL 023－684－5721 

特別児童扶養手当と障害児福祉手
当は併給できます。 

https://4.bp.blogspot.com/-xTx7qTBS9J4/Vf-aycKdG2I/AAAAAAAAyLE/oJBnssUBqqc/s800/icon_business_woman13.png
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1 山形市及びその周辺にある就労移行支援事業所 

 

 
就労移行支援事業所名 所在地 

 １ 就労移行支援事業山形コロニー就労サポートセンター 山形市 

 ２ 障害福祉サービス事業所山形県リハビリセンター 山形市 

 ３ チャレンジドジャパン山形センター 山形市 

 ４ ディ―キャリア山形オフィス 山形市 

 ５ manaby山形事業所 山形市 

 ６ 就労移行支援事業所むすび 寒河江市 

 ７ 就労移行事業所ピース第Ⅱ楯岡 村山市 

 ８ 村山市社会福祉協議会多機能事業所わっしょい 村山市 

 ９ 障害福祉サービス事業所天童ひまわり園 天童市 

１０ 就労移行支援事業所 ピース 第Ⅱ大林 東根市 

１１ マックスアカデミー東根 東根市 

 
※現在、上山市・山辺町には就労移行支援事業所はありません。 

 
２ 就労移行支援事業所の詳細 
 

１ 山形コロニー就労サポートセンター 定員 ２０名 

住所 〒990-2322 山形市桜田南１－１９ 営業日・時間 月～金 9:00～15:30 

電話 ０２３－６４１－７３６５ FAX ０２３－６６５－１４１５ 

活 

動 

内 

容 

＜就労移行支援＞ 

一般就労に向けて、働くための基本的な知識やマナー、挨拶等の習得から、本人の希望や

適性に応じた作業訓練を行います。 

＜併せての事業内容＞ 

就労支援 / 職場定着支援 / 就労継続支援 A型・B型 / 相談支援事業 / 障害者

福祉ホーム 

 
 

２ 山形県リハビリセンター 定員 ６名 

住所 〒990-2231 山形市大字大森３８５ 営業日・時間 月～金 8:30～17:00 

電話 ０２３－６８６－３７２２ FAX ０２３－６８６―３７２３ 

活 

動 

内 

容 

＜就労移行支援＞ 

事業所内での作業実習や就職準備学習を通して就労に必要な力を身に付けます。準備が整

った方は、企業での職場実習や適性に合った職場探しを行い、一般就労を目指します。 

＜併せての事業内容＞ 

職場定着支援 / 就労継続支援B型 / 生活介護 / 施設入居支援 / 共同生活支援 

相談支援 

 
 
 

９ 就労移行支援事業所一覧 
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３ チャレンジドジャパン山形センター 定員 ２０名 

住所 
〒990-0039 山形市香澄町1-3-15 

 山形むらきさわビル６階 
営業日・時間 月～金 8:30～17:00 

電話 ０２３－６７４－８９７１ FAX ０２３－６７４―８９７２ 

活 

動 

内 

容 

＜就労移行支援＞ 

自己理解・職業スキル・対人行動・就職準備・機能的コミュニケーション・自立機能・社

会生活スキル・働くために必要な訓練や個人トレーニングを行います。 

＜併せての事業内容＞ 

職場定着支援 

 

 

４ ディーキャリア山形オフィス 定員 ２０名 

住所 
〒990-0043 山形市本町一丁目４-２７ 

セントラルビル８F 
営業日・時間 月～金 8:30～17:30 

電話 ０２３－６１６－４１１１ FAX ０２３－６１６―４１１２ 

活 
動 
内 
容 

＜就労移行支援＞ 

大人の発達障害に特化したコンテンツ「ライフスキルコース」「ワークスキルコース」「リ

クルートコース」の３ステップで長期的な就業に向けたサポートを行っています。 

 

 

５ manaby山形事業所 定員 ２０名 

住所 
〒990-0031 山形市十日町1-1-34 
   リアライズ山形駅前通ビル２階 

営業日・時間 月～金10：00～15：00 
土  10：00～13：00 

電話 ０２３－６１５－８５７０ FAX ０２３－６１５―８５７７ 

活 

動 
内 
容 

＜就労移行支援＞ 

2023年 4月にオープン。自分らしい働き方を見つけるために、初心者から始めることがで

きる「Word」「Excel」、「Photoshop」「HTML/CSS」「プログラミング」など様々なスキル

を６０種類以上の講座から学ぶことができます。 

 

 

 

６ 就労移行支援事業所むすび 定員 １0名 

住所 
〒991-0041 寒河江市大字寒河江 

字塩水4-1 
営業日・時間 月～金 8:30～17:30 

電話 ０２３７－８４―１５６６ FAX ０２３７－８４―７８８０ 

活 
動 
内 
容 

＜就労移行支援＞ 

一般企業へ就職するのに不安や困難さを抱える方に対して、パソコン訓練・ビジネスマナ

ー訓練・ソーシャルスキルトレーニング・体力トレーニングなどの訓練を行います。 

＜併せての事業内容＞ 

就労継続支援 B型 / 生活訓練 / 相談支援事業 
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７ 就労移行事業所ピース第Ⅱ楯岡 定員 １２名 

住所 
〒995-0034 村山市楯岡五日町4-1 
               村山福祉プラザ２F 

営業日・時間 月～金 8:30～17:30 

電話 ０２３７－５３―０３１４ FAX ０２３７－５３―０３１４ 

活 
動 
内 
容 

＜就労移行支援＞ 

生産活動や職場体験などの機会の提供を通じた就労に必要な知識や能力の向上のために必

要な訓練、就労に関する相談や支援を行います。 

＜併せての事業内容＞ 

職業定着支援 

８ 社会福祉協議会多機能事業所わっしょい 定員 ６名 

住所 〒995-0024 村山市楯岡笛田4-5-1 営業日・時間 月～金 9:00～16:00 

電話 ０２３７－４７―８６９４ FAX  

活 
動 
内 
容 

＜就労移行支援＞ 

箱折り、ポスティング、タオルたたみ、ピッキング、売店商品管理・補充、部品組み立て

などを行います。 

＜併せての事業内容＞ 

就労継続支援 B型 / 就労定着支援 / 生活介護 / 計画相談支援  

９ 障害福祉サービス事業所天童ひまわり園 定員 ６名 

住所 〒994-0071 天童市大字矢野目129-2 営業日・時間 月～金 8:30～16:30 

電話 ０２３－６５４―６５６０ FAX ０２３－６５４－６６３１ 

活 
動 
内 
容 

＜就労移行支援＞ 

自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう生産活動その他の活動の機会を通

じ、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 

＜併せての事業内容＞ 

就労定着支援 / 就労継続支援 B型 

１０ 就労移行支援事業所 ピース 第Ⅱ大林 定員 ６名 

住所 〒999-3714  東根市大林2-4-40 営業日・時間 月～金 10:00～15:30 

電話 ０２３７－４８―６２０２ FAX ０２３７－４８－６２１２ 

活 
動 
内 
容 

＜就労移行支援＞ 

生産活動や職場体験などの機会の提供を通じた就労に必要な知識や能力の向上のために必

要な訓練、就労に関する相談や支援を行います。 

＜併せての事業内容＞ 

職業定着支援 
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１１ マックスアカデミー東根 定員 2０名 

住所 〒999-3711  東根市大林中央3-3-5 営業日・時間 月～金 9:00～16:00 

電話 ０２３７－４８-７６００ FAX ０２３７－４８－７６１１ 

活 
動 
内 
容 

＜就労移行支援 

身辺自立・集団適応・学習支援等の訓練の他に、自分の将来を自己決定するために様々な

訓練支援（実習・求人検索・求人解説・面接訓練・PCスキル・メイク・クッキング・書道

など）を行います。 

＜併せての事業内容＞ 

生活訓練 
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１ 山形県指定障がい福祉サービス事業所一覧 

山形県内の県知事指定を受けた事業所について最新の情報が地域、障がい種ごとにリストアッ

プされています。 

検索キーワード「山形県 指定障がい福祉サービス事業所」など。→「障害者総合支援法に基

づく指定障がい福祉サービス事業所等の指定申請等について」 

（上記ページ内の「③指定障がい福祉サービス事業所等一覧」を参照ください。） 

URL:障害者総合支援法に基づく指定障がい福祉サービス事業者等の指定申請等について | 

山形県 (pref.yamagata.jp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 福祉サービス事業所一覧 ネットガイド 

←ここをクリック 

https://www.pref.yamagata.jp/090004/kenfuku/shogai/gyoji/shinseitodokede/siteishougai-siteisinnsei.html
https://www.pref.yamagata.jp/090004/kenfuku/shogai/gyoji/shinseitodokede/siteishougai-siteisinnsei.html
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２ 山形市ホームページ内の障がい福祉サービス等事業所ガイド 

山形市内および山形市近郊のサービス提供事業所情報がまとめてあります。 

  検索キーワード「山形 障がい福祉サービス等 事業ガイド」など。ページ内の PDF ファイルを 

ダウンロードください。 

 

URL:障がい福祉サービス等 事業所ガイド (yamagata-yamagata.lg.jp)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←クリック 

https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kenkofukushi/syougaisha/1008376/1004625.html
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３ 社会福祉法人山形県社会福祉協議会「山形県福祉人材センター」の発行の事業所案内 

県内各地域ごと、障がい種ごとに選択し１７３件分の事業所データを閲覧することができます。 

検索キーワード「山形県の福祉施設・事業所ガイドブック（障がい者施設編）」など。 

 

URL:山形の福祉施設・事業所ガイドブック (ymgt-shakyo.or.jp) 

 

 

 

 

 

https://www.ymgt-shakyo.or.jp/jinzai/ebook2/

